
神戸市受水槽水道衛生管理指導要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、受水槽水道の維持管理について、水道法（昭和 32 年法律第 177 号。

以下「法」という。）、水道法施行令（昭和 32 年政令第 336 号）及び水道法施行規則（昭

和 32 年厚生省令第 45 号）に定めるもののほか、環境衛生上必要な事項を定めることに

より、安全で衛生的な飲料水の確保を図り、もって利用者の健康を保護するとともに、

公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとす

る。 

（1）受水槽水道  簡易専用水道および小規模受水槽水道をいう。 

（2）簡易専用水道  法第３条第７項に規定する簡易専用水道をいう。 

（3）小規模受水槽水道  水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とす

る給水設備を設けて飲料水を供給するもののうち、法の適用を受けないものをいう。 

（4）給水設備  貯水槽を設けて飲料水を供給するための設備であって、貯水槽、給水管

及びこれらに付帯する用具の総体をいう。 

（5）貯水槽  受水槽、高置水槽及び圧力水槽をいう。 

（6）受水槽  水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽を

いう。 

（7）設置者  受水槽水道の所有者又は所有者以外の者で、当該給水設備の管理について

権原を有する者をいう。 

（8）管理者  設置者の委託を受けた者等受水槽水道の維持管理に直接携わる者をいう。 

（9）検査機関 法第 34 条の２第２項の規定に基づいて国土交通大臣及び環境大臣の登録

を受けた検査機関をいう。 

（届出） 

第３条 設置者は、受水槽水道の設置に関して保健所長に届け出るものとする。ただし、

当該届出について、水道局を経由して送付を受けた場合についても、保健所長あてに届

け出られたものとみなす。 

２ 設置者は、前項に掲げる届出事項の変更、若しくは廃止の場合は、当該変更等に関し

て保健所長に届け出るものとする。ただし、当該届出について、水道局を経由して送付

を受けた場合についても、保健所長あてに届け出られたものとみなす。 

３ 設置者は、当該受水槽水道の使用を休止し、又は再開したときは、当該事実が発生し

た日から起算して１か月以内にその旨を保健所長に届け出るものとする。 

（小規模受水槽水道の設置者等の責務） 

第４条 小規模受水槽水道の設置者及び管理者は、次の各号に掲げる管理基準を遵守し、

給水設備の維持管理を行うとともに、この要綱に基づいて行われる指導に協力するもの

とする。 

（1）貯水槽の清掃を毎年１回以上定期に、行うこと。 

（2）有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために、給水設備の定期的な点

検、補修等必要な措置を講じること。 



（3）給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態により供給する水に異常を認

めたときは、必要な事項について速やかに水質検査を行うとともに、その原因究明に努

めること。 

（4）供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止

し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させるとともに、保健

所長にその旨を通報すること。 

（小規模受水槽水道の管理状況の定期検査） 

第５条 受水槽の有効容量の合計が３立方メートルを超える小規模受水槽水道の設置者は、

給水設備の管理状況について、毎年１回以上定期に検査機関の検査を受けるものとする。                            

２ 受水槽の有効容量の合計が３立方メートル以下の小規模受水槽水道の設置者は、前項

の規定に従い、給水設備の管理状況の定期検査を受けるように努めるものとする。 

３ 第１項に規定する定期検査の内容は、別に定める点検項目のとおりとする。 

（帳簿書類等の設置及び保存期間） 

第６条 受水槽水道の設置者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める帳簿書

類等を当該受水槽水道所在地の事務所等に設置し、保存するものとする。 

（1）永年保存すべき帳簿書類等 

  ア 受水槽水道の設備の配置及び給水・排水系統を明らかにした図面 

  イ 貯水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面 

（2）３年間保存すべき帳簿書類等 

  ア 法第 34 条の２第２項及び前条に規定する管理状況の定期検査に関する書類 

  イ 貯水槽の掃除に関する記録 

  ウ 給水設備の点検その他受水槽水道の維持管理に関する記録 

（衛生指導等） 

第７条 保健所長は、設置者に対して、受水槽水道の維持管理について衛生上の正しい知

識の普及を図るとともに、必要な指導を行うものとする。 

（適合証の交付） 

第８条 保健所長は、法第 34 条の２第２項又は第５条第１項及び第２項に規定する管理状

況の定期検査を受検し、点検項目全てに適合する受水槽水道に対し、受水槽水道管理状

況適合証を交付するものとする。 

（施行の細目） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は主管局長が定

める。                  

    

 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 11 年４月１日から施行する。 

（神戸市簡易専用水道管理指導要綱等の廃止） 

２ 次に掲げる要綱は廃止する。 

（1）神戸市簡易専用水道管理指導要綱（昭和 55 年１月 19 日助役決定） 

（2）神戸市小規模受水槽水道衛生管理指導要綱（平成５年 12 月 17 日市長決定） 



 

   附 則（第１次改正） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 16 年３月 31 日から施行する。 

 

   附 則（第２次改正） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。 

 

   附 則（第３次改正） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年 10 月１日から施行する。 

 

   附 則（第４次改正） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 


